
 

伊勢崎市 
ISESAKI CITY 

令和７年５月３０日 

報道機関各位 

家庭用脱炭素化設備導入補助金の 

交付申請及び実績報告の受付を開始します 

                                  

環境部ＧＸ推進課 

 

本市における脱炭素化に向けた取組の推進及び脱炭素意識の高揚のため、市民が自宅へ太

陽光発電設備及び蓄電池の導入をする費用に対し、補助金を交付します。 

 

１ 実施内容   下記のとおり実施します。 

⑴ 対象設備  ①太陽光発電設備 ②蓄電池 

          ⑵ 補助上限額 各５万円（両方受け取りも可） 

          ⑶ 受付開始  令和７年６月２日（月）から 

          ⑷ 受付場所  環境部ＧＸ推進課（郵送及び専用の電子申請 

フォームからも申請可能） 

 

２ その他     申請受付開始にあたり、市ＨＰの公開、制度周知用チラシを市民情報 

コーナーや各公民館等に配架、いせさき情報メール等の発信により、 

広く市民への周知を図ります 

 

  

問い合わせ先 ＧＸ推進課 小此木 ℡２７－５５９６

0270-00-0000 



 

裏面に続きます▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～太陽光発電設備及び蓄電池の導入をされた方に補助金が交付されます～ 

 伊勢崎市では、脱炭素化に向けた取組の推進及び脱炭素意識の高揚のため、市内の個人が行う家庭用

の太陽光発電設備及び蓄電池の導入に要する費用に対して、補助金を交付します。 

対象設備 

受付期間 

※申請には条件がありますので詳細については必ず申請の手引きをお読みください 

 

補助額 

 居住している住宅の屋根や敷地内に、太陽光発電設備や蓄電池を購入して

設置した方、または、ＰＰＡやリース契約により設備を設置した方に補助金

を交付するものです。 

     

 

▼ＨＰにアクセス 

電話  ０２７０－２７－５５９６ 

     

 

伊勢崎市環境部ＧＸ推進課   

     

 

住所  伊勢崎市柴町９５４番地清掃リサイクルセンター２１      

 
管理棟２階（※伊勢崎市役所本庁舎内ではありませんので、ご注意ください。） 

※申請の受付時間 平日９：００～１２：００・１３：００～１６：３０（土日祝日は閉所となります） 

     

 

※受付が上限に達した場合、上記期間を待たずして受付が終了となります 

 

対象設備① 対象設備② 

※令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに「事業完了日」を迎えたものが対象 

太陽光発電設備    蓄電池 

令和８年４月３０日（木）まで 

各５０，０００円（上限額） 

「事業完了日」については市ホームページや申請の手引きをご確認ください 

※郵送申請の場合：必着  ※電子申請の場合：送信完了 

 



 

No 書類 

1 交付申請書兼実績報告書 ※ 

2 市税に滞納がないことを証する書類  

3 補助対象設備導入に係る契約書等の写し 

4 補助対象設備導入に係る事業内容のわかる書類 

5 補助対象設備の完成写真 

6 補助対象事業の支払を明らかにする書類の写し 

7 領収書等内訳書 ※ 

8 電力受給契約に基づく系統連系日がわかる書類 

9 振込先口座のわかるもの 

10 委任状  ※ 

11 請求書  ※ 

12 チェックシート  ※ 

※：市ホームページから様式がダウンロード可能です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
環境部 ＧＸ推進課（伊勢崎市柴町９５４番地 清掃リサイクルセンター２１ 管理棟２階） 

※伊勢崎市役所本庁舎内ではありませんのでご注意ください。 

 

※清掃リサイクルセンター２１は、入り口が２つ

ありますので、管理棟に繋がる入り口からご来

所いただきますようお願いいたします。 

ごみ搬入口 

管理棟入口 

清掃リサイクルセンター２１ 

田中町南 

 

-窓口申請- -郵送申請- -電子申請- 

「窓口申請」、「郵送申請」、「電子申請」のいずれかにてご申請ください。 

詳しい申請方法等については、「伊勢崎市ホームページ」や「申請の手引き」を確認してください。 

▲電子申請はコチラから 




